
 

東 京 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 九 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
目 次  目 次  

 第 一 章 か ら 第 五 章 ま で （ 現 行 の と お り ）   第 一 章 か ら 第 五 章 ま で （ 略 ）  

 第 六 章 雑 則 （ 第 六 十 八 条 ― 第 七 十 条 ）  第 六 章 雑 則 （ 第 六 十 八 条 ・ 第 六 十 九 条 ）  

第 一 条 か ら 第 十 八 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 十 八 条 ま で （ 略 ）  

（ 特 別 地 区 に お け る 行 為 の 許 可 申 請 ）  （ 特 別 地 区 に お け る 行 為 の 許 可 申 請 ）  

第 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 十 九 条 （ 略 ）  

２ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 申 請 を 行 う 場 合 は 、 前 項 の 許 可

申 請 書 に 、 申 請 者 が 当 該 申 請 に 係 る 行 為 を 行 う 権 利 を 有 す る 者 で あ

る こ と を 示 す 図 書 （ 当 該 土 地 の 所 有 者 の 記 名 押 印 の あ る も の に 限

る 。 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 ）  

第 二 十 条 及 び 第 二 十 一 条 （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 条 及 び 第 二 十 一 条 （ 略 ）  

（ 野 生 動 植 物 の 捕 獲 等 の 制 限 の 対 象 と な ら な い 行 為 ）  （ 野 生 動 植 物 の 捕 獲 等 の 制 限 の 対 象 と な ら な い 行 為 ）  

第 二 十 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 二 条 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

イ か ら ハ ま で （ 現 行 の と お り ）  イ か ら ハ ま で （ 略 ）  

ニ 境 界 標 （ 不 動 産 登 記 規 則 （ 平 成 十 七 年 法 務 省 令 第 十 八 号 ）

第 七 十 七 条 第 一 項 第 九 号 に 規 定 す る 境 界 標 を い う 。 ）  

（ 新 設 ）  

ホ か ら リ ま で （ 現 行 の と お り ）  ニ か ら チ ま で （ 略 ）  

ヌ 道 路 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 道 路 以 外 の 道 路 （ 舗 装 、 勾

配 の 緩 和 、 線 形 の 改 良 そ の 他 道 路 の 現 状 に 著 し い 変 更 を 及 ぼ

さ な い 改 築 を す る も の に 限 る 。 ）  

リ 道 路 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 道 路 以 外 の 道 路 （ 舗 装 、 こ

う 配 の 緩 和 、 線 形 の 改 良 そ の 他 道 路 の 現 状 に 著 し い 変 更 を 及

ぼ さ な い 改 築 を す る も の に 限 る 。 ）  

ル 信 号 機 、 防 護 柵 、 土 留 擁 壁 そ の 他 道 路 、 鉄 道 、 軌 道 又 は 索

道 の 交 通 の 安 全 を 確 保 す る た め の 施 設  

ヌ 信 号 機 、 防 護 柵 、 土 留 よ う 壁 そ の 他 道 路 、 鉄 道 、 軌 道 又 は

索 道 の 交 通 の 安 全 を 確 保 す る た め の 施 設  

ヲ か ら ウ ま で （ 現 行 の と お り ）  ル か ら ム ま で （ 略 ）  

ヰ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 （ 新 設 ）  



 

（ 平 成 四 年 法 律 第 七 十 五 号 ） 第 四 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 認

定 保 護 増 殖 事 業 等 （ 以 下 「 認 定 保 護 増 殖 事 業 等 」 と い う 。 ）

の 実 施 の た め の 工 作 物  

 

ノ 条 例 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 保 護 増 殖 事 業 の 実 施 の た め の 工

作 物  

（ 新 設 ）  
オ 野 生 鳥 獣 に よ る 生 態 系 に 対 す る 被 害 を 防 ぐ た め の カ メ ラ そ

の 他 の 観 測 機 器 又 は 標 識 、 く い そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

（ 新 設 ）  

ク 特 定 外 来 生 物 に よ る 生 態 系 等 に 係 る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法

律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 七 十 八 号 ） 第 三 章 の 規 定 に よ る 特 定 外

来 生 物 の 防 除 の た め の カ メ ラ そ の 他 の 観 測 機 器 又 は 標 識 、 く

い そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

（ 新 設 ）  

二 （ 現 行 の と お り ）  二 （ 略 ）  

イ か ら ニ ま で （ 現 行 の と お り ）  イ か ら ニ ま で （ 略 ）  

ホ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 第

十 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 木 竹 で あ っ て 、 同 法 第 四 条 第 三 項 に

規 定 す る 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 又 は 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定

す る 緊 急 指 定 種 に 係 る も の （ 同 法 第 五 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に

よ る 協 議 に 係 る も の を 含 む 。 ） を 伐 採 す る こ と 。  

（ 新 設 ）  

ヘ 条 例 第 四 十 二 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 木 竹 で あ っ て 、 条 例 第

三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 種 に 係 る も

の を 伐 採 す る こ と 。  

（ 新 設 ）  

ト 認 定 保 護 増 殖 事 業 等 の 実 施 の た め に 木 竹 を 伐 採 す る こ と 。  （ 新 設 ）  

チ 条 例 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 保 護 増 殖 事 業 の 実 施 の た め に 木

竹 を 伐 採 す る こ と 。  

（ 新 設 ）  

リ 特 定 外 来 生 物 に よ る 生 態 系 等 に 係 る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法

律 第 三 章 の 規 定 に よ る 防 除 に 係 る 特 定 外 来 生 物 で あ る 木 竹 を

伐 採 す る こ と 。  

（ 新 設 ）  

三 （ 現 行 の と お り ）  三 （ 略 ）  



 

四 （ 現 行 の と お り ）  四 （ 略 ）  

イ （ 現 行 の と お り ）  イ （ 略 ）  

ロ 水 産 資 源 保 護 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 三 百 十 三 号 ） 第 二 十

一 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 護 水 面 の 管 理 計 画 に 基 づ い て 行 う 行

為  

ロ 水 産 資 源 保 護 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 三 百 十 三 号 ） 第 十 七

条 第 一 項 に 規 定 す る 保 護 水 面 の 管 理 計 画 に 基 づ い て 行 う 行 為  
ハ か ら リ ま で （ 現 行 の と お り ）  ハ か ら リ ま で （ 略 ）  

ヌ 大 学 に お け る 教 育 又 は 学 術 研 究 と し て 行 う 行 為 （ あ ら か じ

め 、 知 事 に 届 け 出 た も の （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年

法 律 第 百 十 八 号 ） 第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人

が 設 置 す る 大 学 を 除 く 公 立 の 大 学 （ 以 下 「 公 立 の 大 学 」 と い

う 。 ） に あ っ て は 知 事 に 通 知 し た も の ） に 限 る 。 ）  

ヌ 大 学 に お け る 教 育 又 は 学 術 研 究 と し て 行 う 行 為 （ あ ら か じ

め 、 知 事 に 届 け 出 た も の （ 国 立 及 び 公 立 の 大 学 に あ っ て は 知

事 に 通 知 し た も の ） に 限 る 。 ）  

ル 及 び ヲ （ 現 行 の と お り ）  ル 及 び ヲ （ 略 ）  

ワ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 第

十 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 行 為 （ 同 法 第 五 十 四 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 協 議 に 係 る 行 為 を 含 む 。 ）  

（ 新 設 ）  

カ 条 例 第 四 十 二 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 行 為  （ 新 設 ）  

ヨ 認 定 保 護 増 殖 事 業 等 の 実 施 の た め の 行 為  （ 新 設 ）  

タ 条 例 第 四 十 四 条 に 規 定 す る 保 護 増 殖 事 業 の 実 施 の た め の 行

為  

（ 新 設 ）  

第 二 十 三 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 三 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で （ 略 ）  

（ 普 通 地 区 に お け る 行 為 の 届 出 書 ）  （ 普 通 地 区 に お け る 行 為 の 届 出 書 ）  

第 二 十 六 条 （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 六 条 （ 略 ）  

２ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 届 出 を 行 う 場 合 は 、 前 項 の 届 出

書 に 、 届 出 者 が 当 該 届 出 に 係 る 行 為 を 行 う 権 利 を 有 す る 者 で あ る こ

と を 示 す 図 書 （ 当 該 土 地 の 所 有 者 の 記 名 押 印 の あ る も の に 限 る 。 ）

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 ）  

第 二 十 七 条 か ら 第 三 十 四 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 七 条 か ら 第 三 十 四 条 ま で （ 略 ）  

（ 特 別 地 区 内 等 に お け る 許 可 等 を 要 し な い 行 為 ）  （ 特 別 地 区 内 等 に お け る 許 可 等 を 要 し な い 行 為 ）  



 

第 三 十 五 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 五 条 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

イ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ か ら ニ ま で 、 ヘ 、 リ 、 ル （ 信 号 機 に 限

る 。 ） 、 ヲ 、 ネ 、 ラ 又 は ウ か ら ク ま で に 掲 げ る も の  

イ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ か ら ハ ま で 、 ホ 、 チ 、 ヌ （ 信 号 機 に 限

る 。 ） 、 ル 、 ツ 、 ナ 又 は ム に 掲 げ る も の  
ロ （ 現 行 の と お り ）  ロ （ 略 ）  

二 （ 現 行 の と お り ）  二 （ 略 ）  

イ 第 二 十 二 条 第 一 号 ト 、 チ 、 ヌ 、 ル （ 信 号 機 を 除 く 。 ） 、 ワ

か ら ツ ま で 又 は ナ に 掲 げ る も の  

イ 第 二 十 二 条 第 一 号 ヘ 、 ト 、 リ 、 ヌ （ 信 号 機 を 除 く 。 ） 、 ヲ

か ら ソ ま で 、 又 は ネ に 掲 げ る も の  

ロ 漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ

か ら ハ ま で 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施

設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る

施 設 に つ い て は 、 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定

さ れ 、 若 し く は そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 現 に 同 法 第 四 十 条 の

規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に

よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設 で あ っ て 条 例 第 二 十 二 条 第 三

項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 三 十 二

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る も の を 含 む 。 ）  

ロ 漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ

か ら ハ ま で 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 ハ に 掲 げ る 施

設 に つ い て は 、 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定 さ

れ 、 若 し く は そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 現 に 同 法 第 四 十 条 の 規

定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に よ

り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設 で あ っ て 条 例 第 二 十 二 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 三 十 二 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る も の を 含 む 。 ）  

三 及 び 四 （ 現 行 の と お り ）  三 及 び 四 （ 略 ）  

五 （ 現 行 の と お り ）  五 （ 略 ）  

イ か ら ハ ま で （ 現 行 の と お り ）  イ か ら ハ ま で （ 略 ）  

ニ 大 学 に お け る 教 育 又 は 学 術 研 究 の た め に 鉱 物 を 掘 採 し 、 又

は 土 石 を 採 取 す る こ と （ あ ら か じ め 、 知 事 に 届 け 出 た も の （ 公

立 の 大 学 に あ っ て は 、 知 事 に 通 知 し た も の ） に 限 る 。 ） 。  
ニ 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 に お け る 教 育 又 は 学 術 研

究 の た め に 鉱 物 を 掘 採 し 、 又 は 土 石 を 採 取 す る こ と （ あ ら か

じ め 、 知 事 に 届 け 出 た も の に 限 る 。 ） 。  

六 か ら 十 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  六 か ら 十 二 ま で （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

第 三 十 六 条 及 び 第 三 十 七 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 六 条 及 び 第 三 十 七 条 （ 略 ）  

（ 普 通 地 区 内 に お け る 届 出 等 を 要 し な い 行 為 ）  （ 普 通 地 区 内 に お け る 届 出 等 を 要 し な い 行 為 ）  

第 三 十 八 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 八 条 （ 略 ）  



 

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

イ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ か ら ハ ま で 、 ヘ 、 ル （ 信 号 機 に 限 る 。 ） 、

ヲ 、 ネ 又 は ウ か ら ク ま で に 掲 げ る も の  

イ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ か ら ハ ま で 、 ホ 、 ヌ （ 信 号 機 に 限 る 。 ） 、

ル 、 ツ 又 は ム に 掲 げ る も の  

ロ か ら ホ ま で （ 現 行 の と お り ）  ロ か ら ホ ま で （ 略 ）  
二 第 二 十 二 条 第 一 号 ホ 、 ト 、 チ 、 ヌ 、 ル （ 信 号 機 を 除 く 。 ） 、

ワ か ら ツ ま で 又 は ナ に 掲 げ る 工 作 物 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ

と 。  

二 第 二 十 二 条 第 一 号 ニ 、 ヘ 、 ト 、 リ 、 ヌ （ 信 号 機 を 除 く 。 ） 、

ヲ か ら ソ ま で 又 は ネ に 掲 げ る 工 作 物 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ

と 。  

三 か ら 九 ま で （ 現 行 の と お り ）  三 か ら 九 ま で （ 略 ）  

第 三 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 九 条 （ 略 ）  

（ 自 然 保 護 取 締 員 の 資 格 及 び 権 限 ）  （ 自 然 保 護 取 締 員 の 資 格 及 び 権 限 ）  

第 四 十 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 条 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

二 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 、 旧 大 学 令 （ 大

正 七 年 勅 令 第 三 百 八 十 八 号 ） に 基 づ く 大 学 又 は 旧 専 門 学 校 令 （ 明

治 三 十 六 年 勅 令 第 六 十 一 号 ） に 基 づ く 専 門 学 校 に お い て 、 生 物

学 、 地 学 、 農 学 、 林 学 、 水 産 学 又 は 造 園 学 そ の 他 自 然 の 保 護 に

関 し て 必 要 な 課 程 を 修 め て 卒 業 し た （ 当 該 課 程 を 修 め て 同 法 に

基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し た 場 合 を 含 む 。 ） 後 、 通

算 し て 一 年 以 上 自 然 の 保 護 に 関 す る 行 政 事 務 に 従 事 し た 者  

二 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 、 旧 大 学 令 （ 大

正 七 年 勅 令 第 三 百 八 十 八 号 ） に 基 づ く 大 学 又 は 旧 専 門 学 校 令 （ 明

治 三 十 六 年 勅 令 第 六 十 一 号 ） に 基 づ く 専 門 学 校 に お い て 、 生 物

学 、 地 学 、 農 学 、 林 学 、 水 産 学 又 は 造 園 学 そ の 他 自 然 の 保 護 に

関 し て 必 要 な 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 通 算 し て 一 年 以 上 自 然

の 保 護 に 関 す る 行 政 事 務 に 従 事 し た 者  

三 （ 現 行 の と お り ）  三 （ 略 ）  

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ）  ２ 及 び ３ （ 略 ）  

第 四 十 一 条 及 び 第 四 十 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 一 条 及 び 第 四 十 二 条 （ 略 ）  

（ 捕 獲 等 の 禁 止 の 適 用 除 外 ）  （ 捕 獲 等 の 禁 止 の 適 用 除 外 ）  

第 四 十 三 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 三 条 （ 略 ）  

 一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ）   一 及 び 二 （ 略 ）  

 三 （ 現 行 の と お り ）   三 （ 略 ）  

  イ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ 、 ハ 、 ホ か ら リ ま で 、 ル か ら ツ ま で 、 ナ

若 し く は ウ に 掲 げ る も の の 設 置 若 し く は 管 理 又 は 同 条 第 四 号

  イ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ 、 ハ か ら チ ま で 、 ヌ か ら ソ ま で 、 ネ 若 し

く は ム に 掲 げ る も の の 設 置 若 し く は 管 理 又 は 同 条 第 四 号 イ 若



 

イ 若 し く は ヘ （ 文 化 財 保 護 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指

定 さ れ た 重 要 有 形 民 俗 文 化 財 の 保 存 の た め の 行 為 を 含 む 。 ） に

掲 げ る も の  

し く は ヘ （ 文 化 財 保 護 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ

れ た 重 要 有 形 民 俗 文 化 財 の 保 存 の た め の 行 為 を 含 む 。 ） に 掲 げ

る も の  

  ロ か ら チ ま で （ 現 行 の と お り ）    ロ か ら チ ま で （ 略 ）  

 四 及 び 五 （ 現 行 の と お り ）   四 及 び 五 （ 略 ）  

第 四 十 四 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 四 条 （ 略 ）  

（ 捕 獲 等 の 許 可 の 申 請 等 ）  （ 捕 獲 等 の 許 可 の 申 請 等 ）  

第 四 十 五 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 五 条 （ 略 ）  

２ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 申 請 を 行 う 場 合 は 、 前 項 の 許 可

申 請 書 に 、 申 請 者 が 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 種 の 捕 獲 等 を 行 う 権 利 を

有 す る 者 で あ る こ と を 示 す 図 書 （ 当 該 土 地 の 所 有 者 の 記 名 押 印 の あ

る も の に 限 る 。 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 ）  

第 四 十 六 条 及 び 第 四 十 七 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 六 条 及 び 第 四 十 七 条 （ 略 ）  

（ 保 護 区 内 に お け る 許 可 を 要 し な い 行 為 ）  （ 保 護 区 内 に お け る 許 可 を 要 し な い 行 為 ）  

第 四 十 八 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 八 条 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

イ （ 現 行 の と お り ）  イ （ 略 ）  

ロ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ に 掲 げ る 工 作 物 を 設 置 す る こ と 又 は 同

号 ロ か ら リ ま で 、 ル か ら レ ま で 若 し く は ツ か ら ラ ま で に 掲 げ

る 施 設 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

ロ 第 二 十 二 条 第 一 号 イ に 掲 げ る 工 作 物 を 設 置 す る こ と 又 は 同

号 ロ か ら チ ま で 、 ヌ か ら タ ま で 若 し く は ソ か ら ナ ま で に 掲 げ

る 施 設 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

ハ か ら ホ ま で （ 現 行 の と お り ）  ハ か ら ホ ま で （ 略 ）  

ヘ 道 路 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と （ 小 規 模 の 拡 幅 、 舗 装 、

勾 配 の 緩 和 、 線 型 の 改 良 そ の 他 道 路 の 現 状 に 著 し い 変 更 を 及

ぼ さ な い も の に 限 る 。 ） 。  

ヘ 道 路 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と （ 小 規 模 の 拡 幅 、 舗 装 、

こ う 配 の 緩 和 、 線 型 の 改 良 そ の 他 道 路 の 現 状 に 著 し い 変 更 を

及 ぼ さ な い も の に 限 る 。 ） 。  

ト か ら ヨ ま で （ 現 行 の と お り ）  ト か ら ヨ ま で （ 略 ）  

タ 宅 地 の 擁 壁 又 は 排 水 施 設 そ の 他 宅 地 の 災 害 の 防 止 の た め に

必 要 な 施 設 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

タ 宅 地 の よ う 壁 又 は 排 水 施 設 そ の 他 宅 地 の 災 害 の 防 止 の た め

に 必 要 な 施 設 を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

レ （ 現 行 の と お り ）  レ （ 略 ）  



 

ソ 第 二 十 二 条 第 一 号 ラ （ ロ ） か ら （ チ ） ま で に 掲 げ る も の 。

た だ し 、 （ ロ ） に あ っ て は 、 「 空 中 線 系 （ そ の 支 持 物 を 含 む 。 ）

そ の 他 こ れ に 類 す る も の 」 と す る 。  

ソ 第 二 十 二 条 第 一 号 ナ （ ロ ） か ら （ チ ） ま で に 掲 げ る も の 。

た だ し 、 （ ロ ） に あ っ て は 、 「 空 中 線 系 （ そ の 支 持 物 を 含 む 。 ）

そ の 他 こ れ に 類 す る も の 」 と す る 。  

ツ （ 現 行 の と お り ）  ツ （ 略 ）  
二 か ら 十 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  二 か ら 十 二 ま で （ 略 ）  

第 四 十 九 条 か ら 第 五 十 一 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 四 十 九 条 か ら 第 五 十 一 条 ま で （ 略 ）  

（ 開 発 の 許 可 等 の 要 件 ）  （ 開 発 の 許 可 等 の 要 件 ）  

第 五 十 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 二 条 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ）  一 及 び 二 （ 略 ）  

三 法
の り

高 （ 法
の り

肩 と 法
の り

尻 と の 高 低 差 を い い 、 擁 壁 を 設 置 す る 場 合 は 、

法
の り

高 と 擁 壁 の 高 さ と を 合 わ せ た 高 さ と す る 。 以 下 同 じ 。 ） が 一

メ ー ト ル を 超 え る 切 土 、 盛 土 若 し く は 一 時 的 な 土 砂 等 （ 同 一 の

場 所 に 堆 積 し て い る 期 間 が 一 年 以 内 の 土 砂 等 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 堆 積 （ 変 更 に よ り 法
の り

高 が 一 メ ー ト ル を 超 え る こ と と な

る 切 土 、 盛 土 又 は 一 時 的 な 土 砂 等 の 堆 積 を 含 み 、 知 事 が 別 に 定

め る 要 件 に 該 当 す る 切 土 、 盛 土 又 は 一 時 的 な 土 砂 等 の 堆 積 を 除

く 。 以 下 「 特 定 切 盛 土 」 と い う 。 ） を 行 う 場 合 又 は 特 定 切 盛 土

内 に お い て 調 整 池 等 の 排 水 施 設 、 え ん 堤 若 し く は 擁 壁 等 の 設 置

若 し く は 変 更 を 行 う 場 合 に あ っ て は 次 の 要 件 に 適 合 し て い る こ

と と し 、 そ の 他 の 場 合 で 、 切 土 、 盛 土 若 し く は 一 時 的 な 土 砂 等

の 堆 積 又 は 調 整 池 等 の 排 水 施 設 、 え ん 堤 若 し く は 擁 壁 等 の 設 置

若 し く は 変 更 を 行 う と き に あ っ て は そ れ ら が 適 正 に 行 わ れ 、 土

砂 等 の 崩 落 、 汚 濁 水 の 発 生 等 に よ る 被 害 及 び 自 然 地 の 破 壊 が 生

じ る お そ れ の な い も の で あ る こ と 。  

三 切 土 、 盛 土 、 一 時 的 な 土 砂 の た い 積 又 は 調 整 池 等 の 排 水 施 設 、

え ん 堤 若 し く は よ う 壁 等 の 設 置 を 行 う 場 合 は 、 そ れ ら が 適 正 に

行 わ れ 、 土 砂 等 の 崩 落 、 汚 濁 水 の 発 生 等 に よ る 被 害 が 生 じ る お

そ れ の な い も の で あ る こ と 。  

イ 行 為 地 内 の 排 水 施 設 は 、 行 為 地 の 規 模 、 地 形 、 予 定 建 築 物 等  （ 新 設 ）  



 

の 用 途 、 降 水 量 等 か ら 想 定 さ れ る 汚 水 及 び 雨 水 を 有 効 に 排 出 す

る こ と が で き る よ う に 、 管 渠
き ょ

の 勾 配 及 び 断 面 積 が 、 一 定 の 確

率 で 想 定 さ れ る 降 雨 強 度 値 以 上 の 降 雨 強 度 値 を 用 い て 算 定 し

た 計 画 雨 水 量 並 び に 生 活 又 は 事 業 に 起 因 し 、 又 は 付 随 す る 廃 水

量 及 び 地 下 水 量 か ら 算 定 し た 計 画 汚 水 量 を 有 効 に 排 出 す る も

の と し て 定 め ら れ て い る こ と 。  

ロ 行 為 地 内 の 排 水 施 設 は 、 放 流 先 の 排 水 能 力 、 利 水 の 状 況 そ の

他 の 状 況 を 勘 案 し て 、 行 為 地 内 の 下 水 を 有 効 か つ 適 切 に 排 出 す

る こ と が で き る よ う に 、 下 水 道 、 排 水 路 そ の 他 の 排 水 施 設 又 は

河 川 そ の 他 の 公 共 の 水 域 若 し く は 海 域 に 接 続 し て い る こ と 。 こ

の 場 合 に お い て 、 放 流 先 の 排 水 能 力 に よ り や む を 得 な い と 認 め

ら れ る と き は 、 行 為 地 内 に お い て 一 時 雨 水 を 貯 留 す る 調 整 池 そ

の 他 の 適 当 な 施 設 を 設 け る こ と を 妨 げ な い 。  

 （ 新 設 ）  

ハ 雨 水 （ 処 理 さ れ た 汚 水 及 び そ の 他 の 汚 水 で こ れ と 同 程 度 以 上

に 清 浄 で あ る も の を 含 む 。 ） 以 外 の 下 水 は 、 原 則 と し て 、 暗 渠
き ょ

に よ っ て 排 出 す る こ と が で き る よ う に 定 め ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ニ 排 水 施 設 は 、 堅 固 で 耐 久 力 を 有 す る 構 造 で あ る こ と 。   （ 新 設 ）  

ホ 排 水 施 設 は 、 陶 器 、 コ ン ク リ ー ト 、 れ ん が そ の 他 の 耐 水 性 の

材 料 で 作 ら れ 、 か つ 、 漏 水 を 最 少 限 度 の も の と す る 措 置 が 講 じ

ら れ て い る こ と 。 た だ し 、 崖 崩 れ 又 は 土 砂 の 流 出 の 防 止 上 支 障

が な い 場 合 に お い て は 、 専 ら 雨 水 そ の 他 の 地 表 水 を 排 除 す べ き

排 水 施 設 は 、 多 孔 管 そ の 他 雨 水 を 地 下 に 浸 透 さ せ る 機 能 を 有 す

る も の と す る こ と が で き る 。  

 （ 新 設 ）  

ヘ 公 共 の 用 に 供 す る 排 水 施 設 は 、 道 路 そ の 他 排 水 施 設 の 維 持 管

理 上 支 障 が な い 場 所 に 設 置 さ れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ト 管 渠
き ょ

の 勾 配 及 び 断 面 積 が 、 そ の 排 除 す べ き 下 水 又 は 地 下 水 を

 （ 新 設 ）  



 

支 障 な く 流 下 さ せ る こ と が で き る も の （ 公 共 の 用 に 供 す る 排 水

施 設 の う ち 暗 渠
き ょ

で あ る 構 造 の 部 分 に あ っ て は 、 そ の 内 径 又 は

内 法
の り

幅 が 、 二 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の も の ） で あ る こ と 。  
チ 専 ら 下 水 を 排 除 す べ き 排 水 施 設 の う ち 暗 渠

き ょ

で あ る 構 造 の 部

分 の 次 に 掲 げ る 箇 所 に は 、 ま す 又 は マ ン ホ ー ル が 設 け ら れ て い

る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

（ イ ） 管 渠
き ょ

の 始 ま る 箇 所  
 

（ ロ ） 下 水 の 流 路 の 方 向 、 勾 配 又 は 横 断 面 が 著 し く 変 化 す る 箇

所 （ 管 渠
き ょ

の 清 掃 上 支 障 が な い 箇 所 を 除 く 。 ）  

 

（ ハ ） 管 渠
き ょ

の 内 径 又 は 内 法
の り

幅 の 百 二 十 倍 を 超 え な い 範 囲 内 の

長 さ ご と の 管 渠
き ょ

の 部 分 の そ の 清 掃 上 適 当 な 場 所  

 

リ ま す 又 は マ ン ホ ー ル に は 、 蓋 （ 汚 水 を 排 除 す べ き ま す 又 は マ

ン ホ ー ル に あ っ て は 、 密 閉 す る こ と が で き る も の に 限 る 。 ） が

設 け ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ヌ ま す 又 は マ ン ホ ー ル の 底 に は 、 専 ら 雨 水 そ の 他 の 地 表 水 を 排

除 す べ き ま す に あ っ て は 深 さ が 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 泥

溜
た

め が 、 そ の 他 の ま す 又 は マ ン ホ ー ル に あ っ て は そ の 接 続 す る

管 渠
き ょ

の 内 径 又 は 内 法
の り

幅 に 応 じ 相 当 の 幅 の イ ン バ ー ト が 設 け ら

れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ル 降 雨 に よ っ て 洪 水 等 の 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 は 、

次 の 要 件 を 満 た す 調 整 池 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

（ イ ） 容 量 は 、 下 流 に お け る 流 下 能 力 を 考 慮 の 上 、 一 定 の 確 率  



 

で 想 定 さ れ る 降 雨 強 度 値 以 上 の 降 雨 強 度 値 を 用 い て 算 定 し

た 計 画 雨 水 量 に 係 る 施 工 中 及 び 施 工 後 の ピ ー ク 流 量 を 施 工

前 の ピ ー ク 流 量 以 下 に ま で 調 節 で き る も の で あ る こ と 。  

（ ロ ） 余 水 吐 の 放 流 能 力 は 、 コ ン ク リ ー ト ダ ム に あ っ て は 一 定

の 確 率 で 想 定 さ れ る 降 雨 強 度 値 以 上 の 降 雨 強 度 値 を 用 い て

算 定 し た 計 画 雨 水 量 に 係 る ピ ー ク 流 量 に 一 ・ 二 を 乗 じ て 得 た

値 以 上 の 量 、 フ ィ ル ダ ム に あ っ て は 当 該 値 に 一 ・ 二 を 乗 じ て

得 た 値 以 上 の 量 を 放 流 処 理 で き る 能 力 で あ る こ と 。  

 
（ ハ ） 洪 水 調 整 の 方 式 は 、 原 則 と し て 自 然 放 流 式 で あ る こ と 。  

ヲ 行 為 地 か ら 流 出 し 、 又 は 放 流 す る 雨 水 に 土 砂 が 混 入 し 、 下 流

域 の 水 質 を 悪 化 さ せ る お そ れ が あ る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す

沈 砂 池 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

（ イ ） 容 量 は 、 土 砂 を 十 分 に 堆 積 さ せ る こ と が で き る も の で あ

る こ と 。  

 

（ ロ ） 堆 積 し た 土 砂 を し ゅ ん せ つ す る こ と が で き る も の で あ る

こ と 。  

 

（ ハ ） 堅 固 で 十 分 な 耐 久 力 を 有 す る も の で あ る こ と 。   

（ ニ ） 調 整 池 と 別 に 設 置 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 地 形 等

の 条 件 か ら 調 整 池 と 兼 ね る こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ

る 場 合 で あ っ て 、 堆 砂 量 と 貯 水 量 を 十 分 検 討 し た 上 で 適 当 で

あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

ワ 土 地 の 改 変 に 伴 い 相 当 量 の 土 砂 が 流 出 す る こ と に よ り 下 流

地 域 に 災 害 を 発 生 さ せ る お そ れ が あ る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た

す え ん 堤 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

（ イ ） 改 変 し た 土 地 が 安 定 す る ま で の 間 、 流 出 す る 土 砂 を 貯 砂

し 得 る も の で あ る こ と 。  

 

（ ロ ） 堅 固 で 十 分 な 耐 久 力 を 有 す る も の で あ る こ と 。   

（ ハ ） 調 整 池 及 び 沈 砂 池 よ り 上 流 側 に 設 置 さ れ て い る こ と 。   



 

カ 地 盤 の 沈 下 又 は 行 為 地 外 の 地 盤 の 隆 起 が 生 じ な い よ う に 、 土

の 置 換 え 、 水 抜 き そ の 他 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ヨ 開 発 行 為 に よ っ て 崖 （ 地 表 面 が 水 平 面 に 対 し 三 十 度 を 超 え る

角 度 を な す 土 地 で 硬 岩 盤 （ 風 化 の 著 し い も の を 除 く 。 ） 以 外 の

も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 生 じ る 場 合 に お い て は 、 崖 の 上 端

に 続 く 地 盤 面 に は 、 特 別 の 事 情 が な い 限 り 、 そ の 崖 の 反 対 方 向

に 雨 水 そ の 他 の 地 表 水 が 流 れ る よ う に 勾 配 が 付 さ れ て い る こ

と 。  

 （ 新 設 ）  

タ 切 土 を す る 場 合 に お い て 、 切 土 を し た 後 の 地 盤 に 滑 り や す い

土 質 の 層 が あ る と き は 、 そ の 地 盤 に 滑 り が 生 じ な い よ う に 、 地

滑 り 抑 止 ぐ い 又 は グ ラ ウ ン ド ア ン カ ー そ の 他 の 土 留 （ 以 下 「 地

滑 り 抑 止 ぐ い 等 」 と い う 。 ） の 設 置 、 土 の 置 換 え そ の 他 の 措 置

が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

レ 盛 土 を す る 場 合 に は 、 盛 土 に 雨 水 そ の 他 の 地 表 水 又 は 地 下 水

の 浸 透 に よ る 緩 み 、 沈 下 、 崩 壊 又 は 滑 り が 生 じ な い よ う に 、 お

お む ね 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の 厚 さ の 層 に 分 け て 土 を 盛 り 、

か つ 、 そ の 層 の 土 を 盛 る ご と に 、 こ れ を ロ ー ラ ー そ の 他 こ れ に

類 す る 建 設 機 械 を 用 い て 締 め 固 め る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 地

滑 り 抑 止 ぐ い 等 の 設 置 そ の 他 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ソ 著 し く 傾 斜 し て い る 土 地 に お い て 盛 土 を す る 場 合 に は 、 盛 土

を す る 前 の 地 盤 と 盛 土 と が 接 す る 面 が 滑 り 面 と な ら な い よ う

に 、 段 切 り そ の 他 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ツ 切 土 を し た 土 地 の 部 分 に 生 ず る 高 さ が 二 メ ー ト ル を 超 え る

崖 、 盛 土 を し た 土 地 の 部 分 に 生 ず る 高 さ が 一 メ ー ト ル を 超 え る

崖 又 は 切 土 と 盛 土 と を 同 時 に し た 土 地 の 部 分 に 生 ず る 高 さ が

二 メ ー ト ル を 超 え る 崖 の 崖 面 は 、 擁 壁 で 覆 わ な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 切 土 を し た 土 地 の 部 分 に 生 ず る こ と と な る 崖 又 は

崖 の 部 分 で 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の の 崖 面 に つ い て は 、

 （ 新 設 ）  



 

こ の 限 り で な い 。  

（ イ ） 土 質 が 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の に 該 当 し 、 か つ 、 土 質

に 応 じ 勾 配 が 同 表 の 中 欄 の 角 度 以 下 の も の  

 

土 質  擁 壁 を 要 し な い

勾 配 の 上 限  

擁 壁 を 要 す る 勾

配 の 下 限  
軟 岩 （ 風 化 の 著 し

い も の を 除 く 。 ） 

六 十 度  八 十 度  
風 化 の 著 し い 岩  四 十 度  五 十 度  

砂 利 、 真 砂 土 、 関

東 ロ ー ム 、 硬 質 粘

土 そ の 他 こ れ ら

に 類 す る も の  

三 十 五 度  四 十 五 度  

 

 
（ ロ ） 土 質 が （ イ ） の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の に 該 当 し 、 か つ 、

土 質 に 応 じ 勾 配 が 同 表 の 中 欄 の 角 度 を 超 え 同 表 の 下 欄 の 角

度 以 下 の も の で 、 そ の 上 端 か ら 下 方 に 垂 直 距 離 五 メ ー ト ル 以

内 の 部 分 。 こ の 場 合 に お い て 、 （ イ ） に 該 当 す る 崖 の 部 分 に

よ り 上 下 に 分 離 さ れ た 崖 の 部 分 が あ る と き は 、 （ イ ） に 該 当

す る 崖 の 部 分 は 存 在 せ ず 、 そ の 上 下 の 崖 の 部 分 は 連 続 し て い

る も の と み な す 。  

 

ネ ツ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 小 段 等 に よ っ て 上 下 に 分 離 さ れ

た 崖 が あ る 場 合 に お い て 、 下 層 の 崖 面 の 下 端 を 含 み 、 か つ 、 水

平 面 に 対 し 三 十 度 の 角 度 を な す 面 の 上 方 に 上 層 の 崖 面 の 下 端

が あ る と き は 、 そ の 上 下 の 崖 を 一 体 の も の と み な す 。  

 （ 新 設 ）  

ナ ツ の 規 定 は 、 土 質 試 験 等 に 基 づ き 地 盤 の 安 定 計 算 を し た 結 果

崖 の 安 全 を 保 つ た め に 擁 壁 の 設 置 が 必 要 で な い こ と が 確 か め

ら れ た 場 合 又 は 災 害 の 防 止 上 支 障 が な い と 認 め ら れ る 土 地 に

お い て 擁 壁 の 設 置 に 代 え て 他 の 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 に は 、 適

用 し な い 。  

 （ 新 設 ）  



 

ラ 開 発 行 為 に よ っ て 生 ず る 崖 の 崖 面 は 、 擁 壁 で 覆 う 場 合 を 除

き 、 石 張 り 、 芝 張 り 、 モ ル タ ル の 吹 付 け 等 に よ っ て 風 化 そ の 他

の 侵 食 に 対 し て 保 護 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 新 設 ）  

ム 切 土 又 は 盛 土 を す る 場 合 に お い て 、 地 下 水 に よ り 崖 崩 れ 又 は

土 砂 の 流 出 が 生 じ る お そ れ が あ る と き は 、 行 為 地 内 の 地 下 水 を

有 効 か つ 適 切 に 排 出 す る こ と が で き る よ う に 、 排 水 施 設 の 管

渠
き ょ

の 勾 配 及 び 断 面 積 が 、 切 土 又 は 盛 土 を し た 土 地 及 び そ の 周

辺 の 土 地 の 地 形 か ら 想 定 さ れ る 集 水 地 域 の 面 積 を 用 い て 算 定

し た 計 画 地 下 水 排 水 量 を 有 効 か つ 適 切 に 排 出 す る こ と が で き

る 排 水 施 設 が 設 置 さ れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  
ウ ツ で 設 置 さ れ る 擁 壁 の 構 造 は 、 構 造 計 算 、 実 験 等 に よ っ て 次

の （ イ ） か ら （ ニ ） ま で に 該 当 す る こ と が 確 か め ら れ た も の で

あ る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

（ イ ） 土 圧 、 水 圧 及 び 自 重 （ 以 下 「 土 圧 等 」 と い う 。 ） に よ

っ て 擁 壁 が 破 壊 さ れ な い こ と 。  

 

（ ロ ） 土 圧 等 に よ っ て 擁 壁 が 転 倒 し な い こ と 。   

（ ハ ） 土 圧 等 に よ っ て 擁 壁 の 基 礎 が 滑 ら な い こ と 。   

（ ニ ） 土 圧 等 に よ っ て 擁 壁 が 沈 下 し な い こ と 。   

ヰ ツ で 設 置 さ れ る 擁 壁 に は 、 そ の 裏 面 の 排 水 を よ く す る た め 、

水 抜 穴 が 設 け ら れ 、 擁 壁 の 裏 面 で 水 抜 穴 の 周 辺 そ の 他 必 要 な 場

所 に は 、 砂 利 等 の 透 水 層 が 設 け ら れ て い る こ と 。 た だ し 、 空 積

造 そ の 他 擁 壁 の 裏 面 の 水 が 有 効 に 排 水 で き る 構 造 の も の に あ

っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 新 設 ）  

ノ 開 発 行 為 に よ っ て 生 ず る 崖 の 崖 面 を 覆 う 擁 壁 で 高 さ が 二 メ

ー ト ル を 超 え る も の に つ い て は 、 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 四 十 二

条 （ 同 令 第 七 章 の 八 の 準 用 に 関 す る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 を 準

用 す る 。  

 （ 新 設 ）  



 

オ 法
の り

勾 配 に つ い て は 、 次 の 要 件 を 満 た す こ と 。  
 （ 新 設 ）  

（ イ ） 切 土 の 法
の り

勾 配 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 土 質 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 下 欄 に 掲 げ る 角 度 を 限 度 と す る 。  

 

土 質  角 度  
軟 岩 （ 風 化 の 著 し い も の を

除 く 。 ）  

六 十 度  

風 化 の 著 し い 岩  四 十 度  

砂 利 、 真 砂 土 、 関 東 ロ ー ム 、

硬 質 粘 土 そ の 他 こ れ ら に 類

す る も の  

三 十 五 度  

 

 

（ ロ ） 盛 土 の 法
の り

勾 配 は 、 三 十 度 を 限 度 と す る 。  
 

ク 一 段 の 法
の り

高 は 、 切 土 に あ っ て は 五 メ ー ト ル 以 下 、 盛 土 に あ っ

て は 三 メ ー ト ル 以 下 と す る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

ヤ 犬 走 り の 幅 は 、 一 ・ 五 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 三

段 目 ご と に 、 切 土 に あ っ て は 三 メ ー ト ル 以 上 、 盛 土 に あ っ て は

六 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

マ 長 大 法
の り

（ 法
の り

高 が 十 メ ー ト ル を 超 え る 切 土 又 は 九 メ ー ト ル を

超 え る 盛 土 を い う 。 ） に つ い て は 、 イ か ら ヤ ま で に 掲 げ る も の

の ほ か 、 次 の 要 件 を 満 た す こ と 。  

 （ 新 設 ）  

（ イ ） 法
の り

高 の 上 限 は 、 切 土 に あ っ て は 三 十 メ ー ト ル 以 下 、 盛 土

に あ っ て は 十 八 メ ー ト ル 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 切 土 又 は

盛 土 が 土 砂 等 の 崩 落 、 汚 濁 水 の 発 生 等 に よ る 被 害 及 び 自 然 地

の 破 壊 が 生 じ る お そ れ の な い も の で あ る と 知 事 が 認 め る 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 



 

（ ロ ） 法
の り

勾 配 は 、 法
の り

面 の 安 定 計 算 を 行 っ た 上 で 決 定 す る こ と 。 
 

（ ハ ） 一 段 目 の 法
の り

面 を 擁 壁 で 覆 う 場 合 は 、 擁 壁 天 端 の 犬 走 り の

幅 を 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 擁 壁 に あ っ て は 一 ・ 五 メ ー ト ル 以

上 、 間 知 石 等 練 積 造 擁 壁 に あ っ て は 三 メ ー ト ル 以 上 と し 、 擁

壁 の 安 定 計 算 及 び 構 造 計 算 （ こ れ ら の 計 算 に 準 ず る 措 置 が な

さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ） を 行 う こ と 。  

 

（ ニ ） 法
の り

面 に は 、 縦 排 水 を 設 け る こ と 。  
 

ケ 一 時 的 な 土 砂 等 の 堆 積 に つ い て は 、 土 砂 等 の 堆 積 場 所 が 明 確

に さ れ て い る こ と の ほ か 、 イ か ら マ ま で の 規 定 に 準 じ た 措 置 が

講 じ ら れ て い る こ と 。  

 （ 新 設 ）  

フ イ か ら ケ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法
の り

面 及 び 小 段 の 緑 化 そ の

他 の 土 砂 等 の 崩 落 、 汚 濁 水 の 発 生 等 に よ る 被 害 及 び 自 然 地 の 破

壊 の 防 止 に 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。 た だ し 、 一 時 的

な 土 砂 等 の 堆 積 場 所 に つ い て は 、 法
の り

面 及 び 小 段 の 緑 化 を 行 わ

な い こ と が で き る 。  

 （ 新 設 ）  

四 前 号 に 定 め る も の の ほ か 、 雨 水 等 の 地 下 浸 透 に つ い て 十 分 に

配 慮 さ れ て い る こ と 。  

四 雨 水 等 の 地 下 浸 透 に つ い て 十 分 に 配 慮 さ れ て い る こ と 。  

五 か ら 七 ま で （ 現 行 の と お り ）  五 か ら 七 ま で （ 略 ）  

 八 条 例 第 四 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 許 可

を 受 け よ う と す る 者 に 開 発 行 為 を 行 う た め に 必 要 な 資 力 及 び 信

用 が あ る こ と （ 特 定 切 盛 土 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ） 。  

（ 新 設 ）  

九 工 事 施 行 者 （ 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 請 負 人 又 は 請 負 契 約 に よ

ら な い で 自 ら そ の 工 事 を 施 行 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 開 発

行 為 に 関 す る 工 事 を 完 成 す る た め に 必 要 な 能 力 が あ る こ と （ 特 定

（ 新 設 ）  



 

切 盛 土 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ） 。  

（ 許 可 申 請 ）  （ 許 可 申 請 ）  
第 五 十 三 条 （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 三 条 （ 略 ）  

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ）  ２ 及 び ３ （ 略 ）  

４ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 申 請 を 行 う 場 合 は 、 第 一 項 の

許 可 申 請 書 に 、 申 請 者 が 開 発 行 為 を 行 う 権 利 を 有 す る 者 で あ る こ

と を 示 す 図 書 （ 当 該 土 地 の 所 有 者 の 記 名 押 印 の あ る も の に 限 る 。 ）

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

４ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 申 請 を 行 う 場 合 は 、 第 一 項 の

許 可 申 請 書 に 、 申 請 者 が 開 発 行 為 を 行 う 権 利 を 有 す る 者 で あ る こ

と を 示 す 図 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

５ 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 以 外 の 理 由 に よ り 、 第 一 項 の 許 可 を 受 け

た 者 の 地 位 を 承 継 し た 者 （ 特 定 切 盛 土 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ） が 当

該 許 可 の 申 請 を 行 う 場 合 は 、 同 項 の 許 可 申 請 書 に 申 請 者 が 当 該 地

位 を 承 継 し た こ と を 証 明 す る 書 面 （ 当 該 被 承 継 者 の 記 名 押 印 の あ

る も の に 限 る 。 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 ）  

第 五 十 四 条 か ら 第 五 十 七 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 四 条 か ら 第 五 十 七 条 ま で （ 略 ）  

（ 変 更 許 可 を 必 要 と す る 事 項 ）  （ 変 更 許 可 を 必 要 と す る 事 項 ）  

第 五 十 八 条 （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 八 条 （ 略 ）  

一 か ら 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  一 か ら 三 ま で （ 略 ）  

四 切 土 又 は 盛 土 法
の り

面 の 勾 配 、 高 さ 、 位 置 、 調 整 池 等 の 排 水 施 設 、

え ん 堤 、 擁 壁 等 の 設 計 内 容 の 変 更  

四 切 土 又 は 盛 土 法
の り

面 の こ う 配 、 高 さ 、 位 置 、 調 整 池 等 の 排 水 施

設 、 え ん 堤 、 よ う 壁 等 の 設 計 内 容 の 変 更  

五 か ら 八 ま で （ 現 行 の と お り ）  五 か ら 八 ま で （ 略 ）  

九 工 事 施 行 者 の 変 更 （ 変 更 後 に 特 定 切 盛 土 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ）  （ 新 設 ）  

（ 変 更 許 可 申 請 ）  （ 変 更 許 可 申 請 ）  

第 五 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 九 条 （ 略 ）  

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ）  ２ 及 び ３ （ 略 ）  

４ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 申 請 を 行 う 場 合 は 、 第 一 項 の

変 更 許 可 申 請 書 に 、 同 項 の 申 請 を す る 者 が 開 発 行 為 を 行 う 権 利 を

有 す る 者 で あ る こ と を 示 す 図 書 （ 当 該 土 地 の 所 有 者 の 記 名 押 印 の

４ 行 為 地 の 土 地 の 所 有 者 以 外 の 者 が 申 請 を 行 う 場 合 は 、 第 一 項 の

変 更 許 可 申 請 書 に 、 同 項 の 申 請 を す る 者 が 開 発 行 為 を 行 う 権 利 を

有 す る 者 で あ る こ と を 示 す 図 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  



 

あ る も の に 限 る 。 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

第 六 十 条 か ら 第 六 十 六 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 九 条 か ら 第 六 十 六 条 ま で （ 略 ）  
（ 地 位 の 承 継 届 ）  （ 地 位 の 承 継 届 ）  

第 六 十 七 条 条 例 第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 四 十 八 条 第 一 項 又 は 第 四 十

九 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 行 為 の 完 了 前 に 相 続 、 合 併 、 分 割 そ の

他 の 理 由 に よ り 当 該 許 可 を 受 け た 者 の 地 位 を 承 継 し た 者 （ 相 続 そ

の 他 の 一 般 承 継 以 外 の 理 由 に よ り 、 当 該 許 可 を 受 け た 者 の 地 位 を

承 継 し た 者 （ 特 定 切 盛 土 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） は 、 地

位 の 承 継 届 出 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

第 六 十 七 条 条 例 第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 四 十 八 条 第 一 項 又 は 第 四 十

九 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 行 為 の 完 了 前 に 相 続 、 合 併 、 分 割 そ の

他 の 理 由 に よ り 当 該 許 可 を 受 け た 者 の 地 位 を 承 継 し た 者 は 、 地 位

の 承 継 届 出 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２ 前 項 の 地 位 の 承 継 届 出 書 に は 、 当 該 地 位 を 承 継 し た こ と を 証 明

す る 書 面 （ 被 承 継 者 の 意 思 の 確 認 が 必 要 な 書 面 に あ っ て は 、 当 該

被 承 継 者 の 記 名 押 印 の あ る も の に 限 る 。 ） 及 び 行 為 地 の 土 地 の 所

有 者 以 外 の 者 が 承 継 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 所 有 者 が 記 名 押 印

し た 上 で 当 該 承 継 を 認 め た 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 新 設 ）  

第 六 十 八 条 及 び 第 六 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 六 十 八 条 及 び 第 六 十 九 条 （ 略 ）  

（ 添 付 書 類 ）   

第 七 十 条 次 に 掲 げ る 書 面 に は 、 当 該 書 面 の 提 出 者 （ 第 二 号 、 第 四 号 、

第 七 号 、 第 九 号 及 び 第 十 二 号 に あ っ て は 土 地 の 所 有 者 、 第 十 号 に あ

っ て は 被 承 継 者 、 第 十 五 号 に あ っ て は 土 地 の 所 有 者 又 は 被 承 継 者 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の を

添 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 書 面 の 提 出 者 が 国 若 し く は 地 方

公 共 団 体 で あ る 場 合 又 は 第 五 号 、 第 十 一 号 か ら 第 十 三 号 ま で 、 第 十

五 号 及 び 第 十 六 号 に 掲 げ る 書 面 に つ い て 、 既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑

証 明 書 若 し く は こ れ に 準 ず る も の の 内 容 に 変 更 が な い 場 合 を 除 く 。 

（ 新 設 ）  

一 第 十 九 条 第 一 項 （ 第 二 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 十 七 条 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 許 可 申 請 書 （ 別 記 第 四 号 様 式 ）  

 

二 第 十 九 条 第 二 項 （ 第 二 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 十 七 条 に お い て  



 

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 図 書  

三 第 二 十 六 条 第 一 項 の 届 出 書 （ 別 記 第 五 号 様 式 ）   

四 第 二 十 六 条 第 二 項 の 図 書   
五 第 四 十 一 条 の 申 出 書 （ 別 記 第 十 号 様 式 ）   

六 第 四 十 五 条 の 許 可 申 請 書 （ 別 記 第 十 三 号 様 式 ）   

七 第 四 十 五 条 第 二 項 の 図 書   

八 第 五 十 三 条 第 一 項 の 許 可 申 請 書 （ 別 記 第 十 四 号 様 式 ）   

九 第 五 十 三 条 第 四 項 の 図 書   

十 第 五 十 三 条 第 五 項 の 書 面   

十 一 第 五 十 九 条 の 変 更 許 可 申 請 書 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 ）   

十 二 第 五 十 九 条 第 四 項 の 図 書   

十 三 第 六 十 三 条 第 一 項 の 廃 止 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 十 八 号 様 式 ）   

十 四 第 六 十 七 条 第 一 項 の 地 位 の 承 継 届 出 書 （ 別 記 第 二 十 三 号 様

式 ）  

 

十 五 第 六 十 七 条 第 二 項 の 書 面   

十 六 第 六 十 九 条 の 請 求 書 （ 別 記 第 二 十 五 号 様 式 ）   

別 表 第 一 指 導 者 の 認 定 区 分 （ 第 四 条 関 係 ）  別 表 第 一 指 導 者 の 認 定 区 分 （ 第 四 条 関 係 ）  

区 分  認 定 要 件  

一 東 京 都 二 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア

指 導 者  

 

 

 

 

 

 

都 内 で の 自 発 的 な 自 然 観 察 、 緑

化 推 進 、 緑 地 保 全 等 の 自 然 の 保 護

と 回 復 に 関 す る 活 動 の 経 験 （ 以 下

「 活 動 経 験 」 と い う 。 ） が 一 年 以

上 で あ る 者 の う ち 、 知 事 が 行 う 緑

の ボ ラ ン テ ィ ア 指 導 者 育 成 講 座 基

礎 講 習 を 修 了 し 、 か つ 、 修 了 試 験

に 合 格 し た 者  

二 東 京 都 一 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア

指 導 者 （ 自 然 観 察 ・ 体 験 活 動 ）  

東 京 都 二 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア 指

導 者 の 認 定 証 の 交 付 を 受 け て い る

区 分  認 定 要 件  

一 東 京 都 二 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア

指 導 者  

 

 

 

 

 

 

都 内 で の 自 発 的 な 自 然 観 察 、 緑

化 推 進 、 緑 地 保 全 等 の 自 然 の 保 護

と 回 復 に 関 す る 活 動 の 経 験 （ 以 下

「 活 動 経 験 」 と い う 。 ） が 一 年 以

上 で あ る 者 の う ち 、 知 事 が 行 う 緑

の ボ ラ ン テ ィ ア 指 導 者 等 育 成 講 座

基 礎 講 習 を 修 了 し 、 か つ 、 修 了 試

験 に 合 格 し た 者  

二 東 京 都 一 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア

指 導 者 （ 自 然 観 察 ・ 体 験 活 動 ）  

東 京 都 二 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア 指

導 者 の 認 定 証 の 交 付 を 受 け て い る



 

 

 

 

 

 

 

者 で あ っ て 、 知 事 が 行 う 緑 の ボ ラ

ン テ ィ ア 指 導 者 育 成 講 座 専 門 講 習

（ 自 然 観 察 ・ 体 験 活 動 コ ー ス ） を

修 了 し 、 か つ 、 修 了 試 験 に 合 格 し

た 者 の う ち 、 活 動 経 験 が 三 年 以 上

で あ る 者  

三 東 京 都 一 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア

指 導 者 （ 緑 地 保 全 活 動 ）  

 

 

 

 

 

 

東 京 都 二 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア 指

導 者 の 認 定 証 の 交 付 を 受 け て い る

者 で あ っ て 、 知 事 が 行 う 緑 の ボ ラ

ン テ ィ ア 指 導 者 育 成 講 座 専 門 講 習

（ 緑 地 保 全 活 動 コ ー ス ） を 修 了 し 、

か つ 、 修 了 試 験 に 合 格 し た 者 の う

ち 、 活 動 経 験 が 三 年 以 上 で あ る 者  

 

 

 

 

 

 

 

者 で あ っ て 、 知 事 が 行 う 緑 の ボ ラ

ン テ ィ ア 指 導 者 等 育 成 講 座 専 門 講

習 （ 自 然 観 察 ・ 体 験 活 動 コ ー ス ）

を 修 了 し 、 か つ 、 修 了 試 験 に 合 格

し た 者 の う ち 、 活 動 経 験 が 三 年 以

上 で あ る 者  

三 東 京 都 一 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア

指 導 者 （ 緑 地 保 全 活 動 ）  

 

 

 

 

 

 

東 京 都 二 級 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア 指

導 者 の 認 定 証 の 交 付 を 受 け て い る

者 で あ っ て 、 知 事 が 行 う 緑 の ボ ラ

ン テ ィ ア 指 導 者 等 育 成 講 座 専 門 講

習 （ 緑 地 保 全 活 動 コ ー ス ） を 修 了

し 、 か つ 、 修 了 試 験 に 合 格 し た 者

の う ち 、 活 動 経 験 が 三 年 以 上 で あ

る 者  
 

別 表 第 二 地 上 部 の 緑 化 基 準 （ 第 六 条 関 係 ）  別 表 第 二 地 上 部 の 緑 化 基 準 （ 第 六 条 関 係 ）  

区 分  面 積  

敷 地 の 区 分  敷 地 の 規 模  

ア （ 現 行 の と お

り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

イ ア 以 外 の 敷 地  五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の 敷 地 （ 国 及

び 地 方 公 共 団 体 が

有 す る 敷 地 に あ っ

て は 、 一 千 平 方 メ

ー ト ル 未 満 ）  

次に掲げる式により算出され

る面積のうち、小さい方の面積 

① （敷地面積－建築面積）

×０．２ 

② ｛敷地面積－（敷地面積

×建蔽率×０．８）｝×０．

２ 

五 千 平 方 メ ー ト ル 次に掲げる式により算出され

区 分  面 積  

敷 地 の 区 分  敷 地 の 規 模  

ア （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

イ ア 以 外 の 敷 地  五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の 敷 地 （ 国 及

び 地 方 公 共 団 体 が

有 す る 敷 地 に あ っ

て は 、 一 千 平 方 メ

ー ト ル 未 満 ）  

次に掲げる式により算出され

る面積のうち、小さい方の面積 

① （敷地面積－建築面積）

×０．２ 

② ｛敷地面積－（敷地面積

×建ぺい率×０．８）｝×

０．２ 

五 千 平 方 メ ー ト ル 次に掲げる式により算出され



 

以 上 の 敷 地 （ 国 及

び 地 方 公 共 団 体 が

有 す る 敷 地 に あ っ

て は 、 一 千 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ）  

る面積のうち、小さい方の面積 

① （敷地面積－建築面積）

×０．２５ 

② ｛敷地面積－（敷地面積

×建蔽率×０．８）｝×０．

２５ 
 

以 上 の 敷 地 （ 国 及

び 地 方 公 共 団 体 が

有 す る 敷 地 に あ っ

て は 、 一 千 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ）  

る面積のうち、小さい方の面積 

① （敷地面積－建築面積）

×０．２５ 

② ｛敷地面積－（敷地面積

×建ぺい率×０．８）｝×

０．２５ 
 

備 考  備 考  

一 か ら 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  一 か ら 三 ま で （ 略 ）  

四 建 蔽 率 と は 、 都 市 計 画 法 第 五 条 に 規 定 す る 都 市 計 画 区 域 に お い て

は 、 建 築 基 準 法 第 五 十 三 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る そ の 敷 地 に 係 る

建 築 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 を い い 、 そ の 他 の 区 域 内 に お い て

は 、 そ の 割 合 を 十 分 の 七 と す る （ 以 下 同 じ 。 ） 。  

四 建 ぺ い 率 と は 、 都 市 計 画 法 第 五 条 に 規 定 す る 都 市 計 画 区 域 に お い

て は 、 建 築 基 準 法 第 五 十 三 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る そ の 敷 地 に 係

る 建 築 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 を い い 、 そ の 他 の 区 域 内 に お い

て は 、 そ の 割 合 を 十 分 の 七 と す る （ 以 下 同 じ 。 ） 。  

別 表 第 三 及 び 別 表 第 四 （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 三 及 び 別 表 四 （ 略 ）  

別 表 第 五 緑 地 基 準 （ 第 五 十 二 条 関 係 ）  別 表 第 五 緑 地 基 準 （ 第 五 十 二 条 関 係 ）  

対 象 行 為  面 積  区 域  

甲 地 域  乙 地 域  

一 一 団

の 住 宅

地 の 造

成 及 び

一 団 の

住 宅 の

建 築  

（ 現
行 の

と お
り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現
行 の

と お

（ 現 行 の

と お り ）  

 （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の （ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

対 象 行 為  面 積  区 域  

甲 地 域  乙 地 域  

一 一 団

の 住 宅

地 の 造

成 及 び

一 団 の

住 宅 の

建 築  

（ 略
）  

（ 略 ）  

 

  （ 略 ）  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

（ 略
）  

（ 略 ）  

 

  （ 略 ）  
（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  



 

り ）  と お り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  
二 屋 外 運 動

競 技 施 設 及

び 屋 外 娯 楽

施 設 の 建 設  
（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  

三 墓 地 の 建

設  

（ 現 行 の

と お り ）  
（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

（ 現 行 の

と お り ）  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

四 鉱 物 の 掘 採 、 土 石 の 採

取 又 は 土 砂 等 に よ る 土

地 の 埋 立 て 及 び 盛 土  

（ 現 行 の と お り ）  

五 駐 車 場 、 資

材 置 場 又 は

作 業 場 の 建

設 そ の 他 右

記 以 外 の 行

為 （ 道 路 の 建

設 に 係 る も

の を 除 く 。 ）  

一 万 平 方

メ ー ト ル

未 満  

区 域 面 積 の 十 パ ー

セ ン ト 以 上 の 面 積

の 緑 地 。 た だ し 、 建

蔽 率 が 十 分 の 六 以

下 の 地 域 に つ い て

は 、 次 の 算 式 に よ っ

て 得 ら れ る 面 積 以

上 の 緑 地 と す る 。  

（ 現 行 の と お り ）  

区域面積×｛（１－

建蔽率×０．８）

×０．２｝ 

 

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

二 屋 外 運 動

競 技 施 設 及

び 屋 外 娯 楽

施 設 の 建 設  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

三 墓 地 の 建

設  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  （ 略 ）  

四 鉱 物 の 掘 採 、 土 石 の 採

取 又 は 土 砂 等 に よ る 土

地 の 埋 立 て 及 び 盛 土  

（ 略 ）  

五 駐 車 場 、 資

材 置 場 又 は

作 業 場 の 建

設 そ の 他 右

記 以 外 の 行

為 （ 道 路 の 建

設 に 係 る も

の を 除 く 。 ）  

一 万 平 方

メ ー ト ル

未 満  

区 域 面 積 の 十 パ ー

セ ン ト 以 上 の 面 積

の 緑 地 。 た だ し 、 建

ぺ い 率 が 十 分 の 六

以 下 の 地 域 に つ い

て は 、 次 の 算 式 に よ

っ て 得 ら れ る 面 積

以 上 の 緑 地 と す る 。 

（ 略 ）  

区域面積×｛（１－

建ぺい率×０．８）

×０．２｝ 



 

一 万 平 方

メ ー ト ル

以 上  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

 

一 万 平 方

メ ー ト ル

以 上  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 

備 考 （ 現 行 の と お り ）  備 考 （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式  別 記 第 一 号 様 式  

  

別 記 第 二 号 様 式  別 記 第 二 号 様 式  



 

  

別 紙 （ 現 行 の と お り ）  別 紙 （ 略 ）  

別 記 第 三 号 様 式  別 記 第 三 号 様 式  



 

  

別 記 第 四 号 様 式  別 記 第 四 号 様 式  

  



 

別 記 第 五 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 五 号 様 式 （ 略 ）  

別 記 第 六 号 様 式  別 記 第 六 号 様 式  

  

別 記 第 第 七 号 様 式  別 記 第 七 号 様 式  



 

  

別 記 第 八 号 様 式  別 記 第 八 号 様 式  

  



 

別 記 第 九 号 様 式  別 記 第 九 号 様 式  

  

別 記 第 十 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 号 様 式 （ 略 ）  

別 記 第 十 一 号 様 式  別 記 第 十 一 号 様 式  



 

  

別 記 第 十 二 号 様 式 及 び 第 十 三 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 二 号 様 式 及 び 第 十 三 号 様 式 （ 略 ）  

別 記 第 十 四 号 様 式  別 記 第 十 四 号 様 式  



 

  

別 記 第 十 五 号 様 式 及 び 第 十 五 号 様 式 の 二 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 五 号 様 式 及 び 第 十 五 号 様 式 の 二 （ 略 ）  

別 記 第 十 六 号 様 式  別 記 第 十 六 号 様 式  



 

  

別 記 第 十 七 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 七 号 様 式 （ 略 ）  

別 記 第 十 八 号 様 式  別 記 第 十 八 号 様 式  



 

  

別 記 第 十 九 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 九 号 様 式 （ 略 ）  

別 記 第 二 十 号 様 式  別 記 第 二 十 号 様 式  



 

  

別 記 第 二 十 一 号 様 式  別 記 第 二 十 一 号 様 式  

  



 

別 記 第 二 十 一 号 様 式 の 二  第 二 十 一 号 様 式 の 二  

  

別 記 第 二 十 一 号 様 式 の 三  別 記 第 二 十 一 号 様 式 の 三  



 

  

別 記 第 二 十 二 号 様 式 及 び 第 二 十 三 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 二 十 二 号 様 式 及 び 第 二 十 三 号 様 式 （ 略 ）  

別 記 第 二 十 四 号 様 式  別 記 第 二 十 四 号 様 式  



 

  

別 記 第 二 十 五 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 二 十 五 号 様 式 （ 略 ）  

 

 


